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　土地改良法の改正をふまえ、農林水産省では、平成13年度に「農業農村整備事業における
環境との調和の基本的考え方」及び「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・
設計の手引き」をとりまとめました。�
　平成14年度は、手引きの対象工種を拡充し、「ため池」、「農道」、「移入種」について食料・農
業・農村政策審議会農村振興分科会農業農村整備部会技術小委員会において検討を行い、「手
引き（第２編）」としてとりまとめました。�

　このパンフレットは、実際に農業農村整備事業に携わる方のため
に「生きものたちの住む農村を目指して（環境との調和に配慮した
事業の実施）」のパンフレットに「手引き（第2編）」の内容を新たに
追加し、充実させたものです。�
　このパンフレットをもとに、地域自らが考え、地域の特性に応じた様々
な創意工夫を行う農業農村整備事業がより一層全国で展開されるこ
とを期待します。�

Ⅰ　農村は豊かな自然環境の宝庫です�

Ⅱ　農業農村整備事業は環境との調和に取組みます�

Ⅲ　環境との調和に配慮した調査計画を行います�

Ⅳ　環境との調和に配慮した設計を行います�

Ⅴ　住民参加により維持管理を行います�

Ⅵ　生態系に影響を与える移入種に留意します�

�
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農村は豊かな自然環境の宝庫です�Ⅰ�

わが国の農村では、長い年月にわたり営まれてきた農業により成り立った二次的自然が守られて
います。� ●手引きP3「１.３農村の自然環境の特質」参照�

●農村の自然環境のように、人間が関与することによって保全される自然を二次的自然といいます。�
●わが国の農村は、水田等の農地のほか、二次林である雑木林、鎮守の森、屋敷林、生け垣や用水路、
　ため池、畦や土手・堤といった、人の適切な維持管理により成り立った多様な環境がネットワーク
　を形成し、多くの生物の生息・生育の場となっています。　�

農村の二次的自然のイメージ�

農村地域で確認された希少種例�

絶滅危惧ⅠＡ類�
ニッポンバラタナゴ�

わが国の農村には、多様な生物が生息しています。�

「田んぼの生きもの調査」について�
　魚類、カエル類を調査対象とし、農村地域の水田や農業水路にどのような生きものが生息しているかを調査しました。�
　その結果、2002年には、わが国に生息する淡水魚約300種（亜種含む）のうち79種、カエル類42種（亜種含む）のうち12種が確
　認されました。�

1.　農村の自然環境の特徴�
2.　水田と水路の特徴�

水田は水路を介した水のネットワークを形成しており、様々な生物の「ゆりかご」となっています。�

●水田は淡水魚等にとって適正な流速、水深、水温を有する産卵場であると同時に、プランクトンの
　発生により稚魚の餌場としての役割も果たしており、多様な生物が水路を介した水のネットワークや、
　耕起・田植え・落水といった水田特有の営農を巧みに活用して生活しています。�

施設種類� 河川� 幹・支線�
用水路�

幹・支線�
排水路�

小用水路� 小排水路�水　田� 河川�

水の流れ�

移動形態�

（例）�

魚　類�

貝　類�

昆虫類�

甲殻類�

爬虫類�
・�

両生類�

鳥　類�

幼体の生息�

産卵行動�

成体としての活動� 成体としての活動�

産卵行動�

メダカ�

ギンブナ、ドジョウ、ナマズ、コイ�

マルタニシ�

カワニナ�

ホウネンエビ�

トンボ類、ミズスマシ、タガメ�

ゲンゴロウ、ヘイケボタル�

シマヘビ、アマガエル�

ツチガエル�

サギ類、シギ類�

チドリ類�

●手引きP4「1.４.1水田を生息・生育環境とする多様な生物」参照�

メダカ�

絶滅危惧ⅠＢ類�
�

ホトケドジョウ�

絶滅危惧Ⅱ類�
�

ダルマガエル�

絶滅危惧Ⅱ類�

雑木林�

鎮守の森�

ため池�

屋敷林�

水　田�

用水路�

用水路�

1� 2�



ため池は人と稲作との関わりの中で形成されてきた歴史ある施設です。また、稲作の水利用によ
り水位が変動するという特徴があります。�

● 手引き（第2編）Ｐ2「１．２．１二次的自然空間としてのため池」参照�

● 手引き（第2編）Ｐ4「１．２．３ため池の多面的機能」参照�

3.　ため池の特徴�

ため池のもつ様々な機能�
ため池は、農業用水を供給するほかにも、防火用水や生物の生息場所の保全、住民の憩いの場の
提供など様々な機能（多面的機能）をもっています。�

● 手引き（第2編）P14「１.２.６ため池と周辺の雑木林、水田との連続性」参照�

ため池と周辺環境との連続性─ネットワーク─�

ため池は周辺の水田や雑木林などと一体となって農村環境を形成しており、農村地域の生物の多
くは、これらを生活の場として行き来しながら生息しています。�
このため、ため池と周辺環境との連続性の確保が、地域の生態系を確保する上で重要なポイント
となります。�

�

ため池に生息する動物の例�

ため池周辺に生息する動物の例�

ため池に生育する水生植物の例�

ギンブナ� ドジョウ� シオカラトンボのヤゴ� ガムシ�

ハッチョウトンボ�

ヒシ�

ヨシ�

イヌタヌキモ�

アマガエル� カスミサンショウウオ�

〈浮葉植物〉�
根が水底に固着し、水面に浮く�
葉を展開する植物�

〈抽水植物〉�
根が水底に固着し、一部が水面�
を突き抜けて空気中に出ている�
植物�

〈沈水植物〉�
根が水底に固着し、全体が水に�
沈む植物�

全国のため池総数は、平成元年の調査によれば約21万ヵ所。特に、兵庫県や香川県、�
広島県など瀬戸内海沿岸に多く分布しています。�

雑木林�

ため池�

堤　体�
鎮守の森�

湿　地�

鳥類の餌場への移動�

魚類の産卵・越冬のための移動�

水生昆虫の産卵のための移動�

水　田�

生物の移動方向�

両生類の産卵のための移動�

両生類の産卵のための移動�
利水機能�

◆安定的に農業用水を供給します。�
◆魚の養殖などが行われています。�

防災機能�
洪水を一時貯留し、下流に安全に流し
たり、防火用水となります。�

親水機能�
池を訪れた人が水に親しめる場を提供
します。�

生態系保全機能�
多様な生物の生息空間となっています。�
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環境との調和のイメージ�

負荷や影響の回避、低減�

A

B

C

失われた環境の回復�
良好な環境の形成�

老朽化して再整備が必要�

Ａ→Ｃ�
良好な環境が保たれている箇所に、�
施設を新設する場合等�

Ｂ→Ｃ�
環境に一定の負荷がかかって�
いる箇所で、施設を更新する�
場合等�環境�

A：事業実施前�

B：再整備前�

農業生産性�

●各種農業農村整備事業の実施に際しては、農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、農村の二次的
　自然や景観等への負荷や影響を回避し、低減することが必要です。また、状況に応じこれまで失わ
　れた環境を回復し、さらには良好な環境の形成に留意することも必要です。�

農業農村整備事業は環境との調和に�
取組みます�

1.　農業農村整備事業における環境との調和への配慮とは�

農村地域の豊かな自然環境を保全・回復するよう、農業農村整備事業は、環境との調和�
に配慮して行います。�

農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、可能な限り環境への負荷や影響を回避・低減するとともに、�
良好な環境を形成することが必要です。�

●手引きP28「４.1.1「環境と調和への配慮」の内容」参照�

影
響
を
で
き
る�

限
り
小
さ
く�

C
‥
事
業
実
施
後�

Ⅱ�
4.　農道の特徴�

●手引き（第2編）Ｐ59～60「1.２.1環境面から見た農道の特徴」参照�

農道は動物の移動経路を分断するなど、生物の生息・生育に影響を与える反面、開発等により分断さ
れたビオトープを連絡させる生態学的回廊（エコロジカルコリドー）としての役割を発揮している面も
あります。�

農道が生物の生息・生育環境に与える影響�

地形の改変�
法面を含む用地全体の地形改変による生息域への影響�

工事中の騒音・振動�
工事により発生する騒音・振動・濁水等による影響�

車両の通行�
車両通行によるロードキルや自動車の照明等による影響�

環境の変化�
農道の整備による生息・生育環境の変化�

農道の整備を行うことにより、農道に沿って斜面の緑化や並木などの線状の緑地が創出されます。こ
の緑地は、生物の生息場所（ビオトープ）をつなぐエコロジカルコリドーとしての役割を果たす場合
もあります。�

エコロジカルコリドー�

生育・生息地�
生育・生息地�

エコロジカルコリドー�

全国の農道の総延長距離は約18万3千km�
農道は、その機能や配置により、産地と遠方の集荷場等を結ぶ広域農道などの基幹的な農道から、耕作
道などのほ場内農道、集落の中を結ぶ集落道までいろいろなタイプがあります。�

生物の生息域を横断する農道�

農道の工事状況�
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環境との調和への配慮を行う仕組み�

写真：配慮対策実施箇所�

写真：モニタリング対象種�

地域住民・有識者等の参加や、関係行政機関との�
連携�

マスタープランの策定�

調査、計画の策定�

事業実施�

維持管理�

地域住民の参加�

環境配慮の対策が想定通りの効果を発揮しているか�
どうか、定期的、継続的にモニタリングを実施�

モニタリング�

意見提出�

マスター�
プラン案�
の提示�

●事業実施に際し、市町村で作成されている田園環境整備マスタープランに基づき、農家を含む地域
　住民の意向や有識者等の助言及び環境情報協議会での意見交換をふまえ、調査、計画の段階から環
　境配慮を行います。また、事業実施や維持管理の段階において環境への影響や環境保全対策の効果
　についてモニタリングを行うことが有効な手段と考えられます。�

2.　実効性のある環境との調和への配慮を行う仕組み�
環境との調和への配慮をより実効性のあるものにするためには、調査・計画・設計の各段階において、�
配慮することが必要です。�

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施�

情報提供�

意見交換�

●環境との調和に配慮した事業を効果的に実施するためには、個々の事業地区が独立して対策を講じ
　るのではなく、地域全体の基本的な方針を定めた田園環境整備マスタープランを地域自らが作成し、
　各事業地区の対策を連携させることが重要です。�
●新たな環境情報等をふまえて、マスタープランを絶えず見直すことが必要です。�

●自然との共生の持続性が将来にわたって確保された事業計画を作成するとともに、客観性・透明性
　を確保するため、各農政局等に設置されている「環境に係る情報協議会」で調査・計画に関する意
　見交換を行うことが必要です。　�

●手引きP9「２.２田園環境整備マスタープラン」参照�

●手引きP10「２.３環境に係る情報協議会」参照�

調査・計画に関�
する意見交換�

田園環境整備マスタープランの作成�

環境に係る情報協議会での意見交換�

農道の法面緑化と小動物の�
移動経路の確保�

生態系に配慮した護岸�
「メダカの泳ぐ水路」�

石積み水路によるうるおい�
のある居住環境の創出�
�

高速道路�

道路�

道路�

農道�

農道�

農道�

水路�

水路�

水路�

河川�

河川�

河川�

市街地�

集落排水処理施設整備と�
資源リサイクル施設整備�

貴重な植物が生息する�
湧水池の保全�

棚田の保全�

※田園環境整備マスタープラン対象地域（農業振興地域及び生態系の連続性や農道・
　水路等の施設の一体性・連続性を考慮して対象とすべき農業振興地域以外の地域）�

高速道路�

凡例�

学識経験者�
地域住民代表�
農業関係者　　　　等�

環境に係る情報協議会�
行　　　政�
土地改良区�
受　益　者　　等�

環境創造区域：山間部との境界線、河川や水路沿い、農村集落周�
　　　　　　　辺等、事業を実施する際に環境の創造を積極的に�
　　　　　　　図る区域�

環境配慮区域：環境創造区域以外の区域�

既存の緑（山間部・河川堤防）�
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3.　環境との調和に配慮する考え方�

農業農村整備事業における環境との調和への配慮は、ミティゲーション5原則（環境配慮の5原則）に基づき行い�
ます。� ●手引き参考資料P21「４.米国国家環境政策法（NEPA）における環境配慮の考え方」参照�

護岸工事を実施しないため池�

自然材料を用いたため池護岸�

工事前に一時的に移植していた植物を復元�

イバラトミヨの保全池を創設�

落差工改修の際に、上下流の連続性確保�

回避(avoidance)�
行為の全体又は一部を実
行しないことにより、影
響を回避すること�

最小化(minimization)�
行為の実施の程度又は規
模を制限することにより、
影響を最小とすること�

修正(rectification)�
影響を受けた環境そのも
のを修復、復興又は回復
することにより、影響を
修正すること�

影響の軽減／除去�
(reduction/elimination)�
行為期間中、環境を保護
及び維持することにより、
時間を経て生じる影響を
軽減又は除去すること�

代償(compensation)�
代償の資源又は環境を置
換又は供給することによ
り、影響を代償すること�

（水路）�

（水路）�

（水路）�

（水路）�

●手引きP35「４.２.３水域及び緑のネットワークの確保（ネットワークの原則）」参照�

●生物種や生態系の保全のためには、生息域のネットワークを適切な形で確保することが必要です。�
●生物種や生態系の保全のためには、国際自然保護連合（IUCN）が提唱している「生物生息空間の形
　態・配置の6つの原則」である「広大化」「団地化」「集合化」「等間隔化」「連結化」「円形化」
　を考慮して、環境要素のネットワーク化を図ることが重要です。�

生物生息空間は、なるべく広い方が良い�
タカ、フクロウやキツネ等高次消費者が生活できる広さが一つの目安です。�
生物の多様性に富み、安定性が増し、種の絶滅率が低くなります。�

優(better)　劣(worse) 生物生息空間の形態・配置の原則�

広
大
化�

同面積ならば、分割された状態よりも一つの方が良い�
多くの種は一塊の広い地域であって初めて高い生存率を維持できるため、�
生息空間が幾つかの小面積に分割されると、生存率が低くなります。�

団
地
化�

分割する場合には、分散させない方が良い�
生物空間が接近することで、一つの生物空間で種が絶滅しても近くの生物�
空間からの種の供給が容易になります。�

集
合
化�

線上に集合させるより、等間隔に集合させた方が良い�
等間隔に配置されることで、どの生物空間も、他の生物空間との間での種�
の良好な交流が確保されます。線上の配置は、両端に位置する生物空間の�
距離が長く、種の交流を難しくしてしまいます。�

等
間
隔
化�

不連続な生物空間は、生態学的回廊で繋げた方が良い�
生態学的回廊（エコロジカルコリドー）の存在により、生物の移動が飛躍�
的に容易になります。�

連
結
化�

生物空間の形態は、できる限り丸い方が良い�
生物空間内における分散距離が小さくなります。外周の長さも短くなり、�
外部からの干渉が少なくて済みます。�

円
形
化�

　高次消費者が生息可能な良質な

生物空間をより広い面積で、より円

形に近い形で塊として確保し、そ

れらを生態学的回廊で相互に繋ぐ

ことが、最も効率的な生物の生息

空間の形態及び配置の仕方です。�

生物の生息空間としてのネットワークの確保�

　　　生息環境の路線通過を避ける�
　　（道路・水路）�

　　　生息環境の中でも特に重要な�
　　　部分の路線通過は避ける�
　　（道路・水路）�

　　　何らかの方法により移動経路�
　　　を確保（道路）�

　　　動植物を一時的に移植して�
　　　工事を実施（道路・水路）�

　　　従前の生息環境と同等の環境�
　　　を確保（道路・水路）�

ミティゲーション5原則（環境配慮の5原則）�
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●手引き（第2編）：ため池P17～23 P24～33「第2章　調査」「第3章　計画」参照�

●手引き（第2編）：農　道P62～66 P67～75「第2章　調査」「第3章　計画」参照�

2．環境配慮のための調査計画�
環境との調和に配慮した調査計画を行います�Ⅲ�

環境との調和への配慮を適切に行うために、地域における環境の特性は何か、対象となる施設が地域
の生態系にとってどのような役割を果たしているかを調べた上で、有効な環境配慮対策を検討します。�

●この際、農家を含む地域住民、環境に係る有識者、行政等がそれぞれの役割をもって携わり、地域
　特性をふまえてよりよい取組みを進めることが重要です。�

環
境
情
報
協
議
会
で
の
意
見
交
換�

（
各
農
政
局
・
都
道
府
県
等
に
設
置
）�

農
家
を
含
む
地
域
住
民
の
意
向
・
有
識
者
等
の
助
言�

田園環境整備マスタープランの把握�
地域の農村環境のあるべき姿を知る�

概査の実施と調査方針の検討�
地域の環境を広く把握し、ポイントを絞る�

精査の実施、調査結果のとりまとめ�
詳細調査の実施、影響程度の把握�

保全対象種の設定�
環境配慮対策に係る目的の明確化�

対策実施エリアの設定・環境配慮対策の検討�
環境配慮対策を実施する範囲の明確化�

施設整備計画・維持管理計画への反映�

1．調査から計画への新たな視点�

工学的視点に加え、生物の生態の視点からも調査計画を行います。�

（これまでの視点）�

流速の緩和や維持管理費増嵩等に�
どこまで対応できるか�

意見の集約� 意見の集約�

生物の生息にはどのような流速、�
水深、水質、ネットワーク等が必要か�

●農業土木学的要素�
（流速、水深、水路構造、法面構造、堤体、護岸）�
●水利系統（用水計画・排水計画）�
●経済性等の観点からみた施設の評価�
（事業費、維持管理費）�

土地改良施設の現状の評価�
（地域のポテンシャル）�

�

（新たな視点の追加）�

●移　動�

●食　性�

●産　卵�

●越　冬�

水域（陸域）との連続性（ネットワーク）�

流速、水深�

水質�

水路（護岸）構造�

生物の生態からの要請�

環境の調査・分析�

地域の意見交換と合意形成�
�

環境に配慮した整備の方向�

●整備の内容�

●地域住民による利活用�

●地域による維持管理�

調査の実施からとりまとめ�
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●手引き（第2編）：ため池P19「２．２概査」P22「２．４精査」参照�
●手引きP37「４.３.１保全対象種の設定」参照�
●手引き（第2編）：ため池P26「３.２保全対象種の設定」参照�
●手引き（第2編）：農　道P69「３.３保全対象種の設定及び具�
　体的対策手法の検討」参照�

●手引き（第2編）：ため池P27「３．３対策エリアの設定」参照�
●手引き（第2編）：農　道P72「３.６エリアの設定」参照�

●手引き（第2編）：農　道P64「２．２概査」P66「２．４精査」参照�

3．調査の実施からとりまとめ�

生物の生息・生育環境として収集すべき情報は多岐にわたることから、適切な配慮対策を検討するた
めに有効な項目を絞り込み、効率的に調査を進めます。�

概査の実施�
�

ため池における調査の例�
�

調査方針の検討�

精査の実施・�
調査結果のとりまとめ�

調査対象生物�

※ため池を利用する種などを考慮�

植　物� 鳥　類�

両生類� 魚　類�

昆虫類� その他�

調査時期�

※季節のほか水位変動などを考慮�

春　期� 夏　期�

秋　期� 冬　期�

満水時� 低水時�

調査地点・範囲�

※対象生物の移動範囲などを考慮�

水　域� 堤体部�

流入水路 �

周辺環境�
（水田、雑木林、ため池）�

調査対象生物�

両生類� 昆虫類�

調査時期�

春　期� 低水時�

調査地点・範囲�

周辺環境との連続部�

4．調査結果に基づき保全対象種を設定�

調査結果で明らかとなった注目すべき生物種を基本として、事業実施の影響、地域住民の意向、対策
実施の実現性等を総合的に検討し、保全対象種を設定します。�

5．対策エリアを設定して環境配慮対策を検討�

保全対象種を保全するために必要な範囲を対策エリアとして設定し、エリア毎にミティゲーション5原
則に基づき環境配慮対策を検討します。エリアは、保全対象種の特性に応じ、適切なネットワークの検
討をふまえて設定します。�

ため池のエリア設定の具体例�

生物・生態学的�
な観点�

農家を含む�
地域住民の意向�

事業実施の影響の�
指標（対策効果の期待）�

保全対象種の設定�

実現性・持続性の検証�

対象種の生活史・�
種間関係・地域の�
環境条件�

現在の生息生育状�
況・生息生育環境�

保全に必要な環境条件の組み合わせ�
環境条件を実現するための配慮のポイント�

アオイトトンボ�

カスミ�
サンショウウオ�

モリアオガエル�

保全対象種� 生息・生育の特性� エリア設定の考え方�

水生植物の茎や葉の表皮下に産卵する�
産卵場所である水生植物の生育地
を保全するエリアを設定�
（湿性植物帯保全エリア）�

生息地と産卵地の移動経路を確保
するエリアを設定�
（湿地保全エリア）�

森林とため池の連続性を確保する
エリアを設定�
（樹林保全エリア）�

池付近の地中等に生息し、湿地の水
たまりなどに産卵する�

通常は森林に生息し、ため池などの
水辺周辺の木の枝や水辺に垂れ下が
った草などに産卵する�

ポイントの絞り込み�

◇注目すべき生物種の選定（ため池周辺環境を指標など）�
◇重要な生息・生育環境の抽出�
◇ため池整備事業が及ぼす影響程度の整理�

地域環境の特性、ため池整備の影響と環境配慮対策などを�
想定しつつ、必要な調査項目・方法を選定�
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6．環境配慮対策を決定し、施設整備計画に反映�

各エリアにおいて複数の環境配慮対策を検討し、施設機能、維持管理、地域営農を考慮し適切な配慮
対策を決定して、施設整備計画に反映させます。�

樹林保全エリア�
●後背地との連続性に配慮し、現況
　の自然環境をそのまま保全�

●水田・河川を移動する生物に配慮�
●維持管理の省力化に配慮�

●湿地が保全対象種の産卵場である
　ため、現況のまま保全�
●産卵のための移動に配慮した対策�

湿地保全エリア�

樹林保全エリア�樹林保全エリア�

堤体エリア�堤体エリア�

鎮守の森保全エリア�鎮守の森保全エリア�

親水エリア�親水エリア�

湿性植物帯エリア�湿性植物帯エリア�

湿地保全エリア�

[水田エリア]

●生息する生物の移動に配慮�
●親水性等の生活環境への配慮�

[集落隣接エリア]

●山林との連続性に配慮し、山側
　と水路底の現況をそのまま保全�

[山林隣接エリア]

ため池におけるエリア別環境配慮対策の検討例�

●手引きP41「４.３.３.施設計画の検討」参照�

ため池の施設整備計画は、堤体の補修、取水施設や洪水吐の整備、護岸工が主体ですが、各エリ
アにおいて環境配慮対策を検討します。�

●手引き（第2編）P30「３.５施設整備計画」参照�

水路におけるエリア別環境配慮対策の検討例�

水路の施設整備計画は、路線全体を同一の構造とするのではなく、沿線環境等をふまえ、各エリ
アにおいて環境配慮対策を検討します。�

農道におけるエリア別環境配慮対策の検討例�

●手引き（第2編）P72「３.６エリアの設定」参照�

�

農道の施設整備計画は、農道の機能や沿線環境等をふまえ、各エリアにおいて環境配慮対策を検
討します。�

保全エリアの路線迂回（回避）の例� 保全エリアの移設（代償）の例�

●水田を生息の場とする生物への配慮�
●営農(農業生産)との関連・影響を考慮し、
　法面保護に配慮�

当初計画の路線が、保全エリア内を通過する場合に
は、保全エリアを迂回させる路線を検討します。�

路線の一部が、保全エリア（湿地）を通過する場合
は、他の場所に同様な環境を創造し、移設すること
を検討します。�

●樹林地を生息の場とする生物への配慮�
●周辺樹木への配慮�
●樹林地の景観保全�

●集落周辺に生息する生物への
　配慮�
●生活環境への配慮�

保全エリア�

保全エリア�
（湿地）�

移設地�

堤体エリア�

●堤体下流法面の緑化�
●洪水吐の工事にあたっては�
　樹林伐採範囲を縮小化�

親水エリア�

●自然材料の利用�
●現況植生に配慮した緑化�

湿性植物帯エリア�

●湿性植物の生育に配慮�
　した護岸�
●小動物の後背地との移�
　動に配慮�

鎮守の森保全エリア�

●鎮守の森を現況のまま保全�

「水田通過エリア」� 「樹林地通過エリア」� 「集落通過エリア」�
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7．環境配慮対策を反映した維持管理計画�

環境配慮対策を反映した維持管理計画は、従来の維持管理項目や費用負担だけではなく、環境配慮対
策に関する合意形成を十分図った上で、どのような体制、手法により維持管理を行うかについて検討
します。�

●手引き（第2編）：ため池P32～33「３.６維持管理計画」参照�
●手引き（第2編）：農　道P75「３.８維持管理計画」参照� 1．環境との調和に配慮した設計の考え方�

農家を含む地域住民等の意見を反映し、多元的な視点から検討します。�

●手引き　　　　　　　Ｐ54「５.２.１基本検討事項」参照�
●手引き(第2編)：ため池Ｐ35「４.２.１基本検討事項」参照�
●手引き(第2編)：農　道Ｐ77「４.２.１基本検討事項」参照�

住民参加の維持管理の例�

●計画検討の段階から、従来からの管理主体である土地改良区・市町村などを中心に、農家などの地
　元関係者と十分な調整を行い、合意形成を図るとともに、地域で生態系を保全するための活動を行
　っている団体（ＮＰＯ）など農家以外の住民参加の促進についても検討を行うことが重要です。�

配慮対策を反映した維持管理（住民参加）�
環境配慮対策の効果を発揮するための維持管理�
（モニタリング：水質、生物の生息状況等）�

鳥取県大堤池では、水抜きの際に魚取り�
を実施。�

岩手県胆沢町では、『農道沿線三世代花の会』により沿線�
の植栽･管理が行われている。�

環境との調和に配慮した設計を行います�

地域住民の意見を反映した創意工夫による設計を行い、必要な場合は、生態系の回復�
状況を確認しながら段階的に施工します。�

Ⅳ�

農家を含む地域住民・�
有識者等の合意形成�

①生物の生息・生育環境の確保�
・保全対象種�
・環境に配慮した区間・エリア設定�
・水路断面・工法、護岸工法�
・ロードキル対策�
�
②経済性�
・工事費､維持管理費､用地条件�
�
③維持管理作業性�
・除草､泥上げ､清掃､水抜き等�
�
④自然材料等の活用�
・石材、浚渫土、間伐材等�
�
⑤親水機能�
・釣り場、憩いの場等�
�
⑥施工時期等�
・施工時期、期間、方法等�

環境との調和に配慮した設計�

【基本的検討事項】� 【主な検討内容】�

（設計基準の柔軟な適用・創意工夫による設計）�

○生物の生息・生育に適した環境�
○産卵・採餌・休息場所等�
○エコロジカルコリドーの創出等�

○安全性　　　　○維持管理作業性�
○経済性�

○親水性　　　　○景観�
○水質保全　　　○施工時期�
○多面的機能　　○施工機械�

○自然材料の活用�
○建設副産物(浚渫土､伐採木)の活用�

景観への配慮�

親水性への配慮�

維持管理作業性�

生物の生息・生育環境の確保�
自然材料の活用�

構造物の安全性の確保�

経済性�

転落等に対する安全の確保�

意見�

説明�

水路の例�

農業水利施設としての効果を発揮�

させるための維持管理�

（草刈り、ゴミ撤去、水抜き、浚渫等）�

従来の維持管理（ため池）�

道路としての効果を発揮させるた�

めの維持管理�

（交通管理、巡視、補修、美化活動等）�

従来の維持管理（農道）�

①生物の生息・生育環境の確保�

②構造物としての基本条件�

③環境に配慮した資材�

④その他�
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2．水路における環境配慮対策�

水路断面及びその周辺の生物の生息状況や土地利用の状況などが類似した区間毎に路線を区割りし、
それぞれの区間毎に適した水路断面の工法を選定します。�

●手引きP59「５.２.５生物の生息・生育条件の確保と経済性・維持管理作業性のバランス」参照�

＜従来設計による一般的な水路＞�

＜環境との調和に配慮した水路＞�

土水路�

積みブロック＋複断面�

生態系配慮・経済性（工事費・用地費・維持管理費）・維持管理のしやすさなどのバランスを考慮�
して設計します。この際、下図のようにバランス図を用いて、地域住民等にわかりやすく説明し意�
見を聞くことが重要です。�

生態系配慮�
（高）�

生態系配慮�

維持管理費�用地費�

工事費�
維持管理のしやすさ�

環境との調和に�
配慮した水路設計�

（容易）�
維持管理のしやすさ�

（安価）�
維持管理費�
（維持管理費・補修費等）�

（安価）�
工事費�

（安価）�
用地費�

従来設計�
（三面張水路）�

●従来の設計手法による水路は、�
　経済性・作業のしやすさを重�
　視しており、生態系への配慮�
　は低くなります�
　（三面張水路）�

●農家を含む地域住民による除草・泥上�
　げ等の作業労力が大きくなります�
●断面が大きく用地費が大きくなります�
�

●最小流量時の生態系に配慮しています�
●農家を含む地域住民による除草・泥上げ等�
　の作業労力が中程度になります�

生態系配慮�

維持管理費�用地費�

工事費� 維持管理のしやすさ�

左図は、5つの要素を検討した例であり、
地域の実情に応じ、要素数を増減させる
ことが必要です。各要素のベクトルは、
外に向かうほど、各要素にとって望まし
い状況になっています�

検討例�

水田区間�

水田区間� 集落隣接区間�

集落隣接区間�

山林隣接区間�

山林隣接区間�

　生態系に配慮してほしいが、極力�
　経済的で維持管理がかからない方�
　法にしたい�

　環境教育の場として利用したい� 　ホタルの生息環境を保全してほしい�

　現状以上の管理作業への協力は得�
　られない�

　水路底の草刈り程度であれば地域�
　住民の協力が得られる�

　法面の草刈りについても地域住民の�
　協力が得られる�

　現況水路用地以上の拡幅は困難で�
　ある�

　現況水路用地以上の確保は困難だ�
　が、親水施設の用地は確保できる�

　区間全線で水路用地の拡幅に関する�
　関係者の合意が得られる�

　側壁はブロック積とし、底面に置�
　石・浮石を設け魚巣をつくる�

　側壁は石積とし、底面に瀬と淵を�
　設け、多様な流れをつくる�

　側壁は片側のみのブロック積とし、�
　山側と底面は環境を保全するため、�
　そのまま残す�

地域住�
民から�
の要望�

維持管�
理条件�

用　地�
条　件�

断面イ�
メージ�

配慮ポ�
イント�

●手引きP64「５.３.３路線設計」参照�

水遊びができるように緩斜面の階段護岸を設置します�

親水性に配慮�

連続性に配慮して落差工を改良します�

落差工の改良�

生態系への配慮・経済性・作業のしやすさのバランス�
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堤体エリア�

湿地保全エリア�

樹林保全エリア�樹林保全エリア�

堤体エリア�堤体エリア�

鎮守の森保全エリア�鎮守の森保全エリア�

親水エリア�親水エリア�

湿性植物帯エリア�湿性植物帯エリア�

①生物の生息・生育環境の確保の検討�

②環境に配慮した資材の活用の検討�

3．ため池における環境配慮対策�

ため池の水際の断面・工法については、エリア別の施設整備計画及び保全対象種の生息・生育環境条
件や水際の特徴をふまえて選定します。�

●手引き(第2編)P47～P51「４.４.２水際断面・工法選定の考え方」参照�

水路と同様に、生態系への配慮・経済性（工事費・維持管理費）・維持管�
理のしやすさなどのバランスを考慮して設計します。�

従来の経済性や維持管理性を重視したもので、護岸がコンクリートブロックで覆われるため、植�
物の繁茂もなく、生態系への配慮も低くなります。�

連結金具等で自然石群を強固に締結固定する工法で、�
石の間に空隙があり、間詰土と背面土が連続するため、�
生物の生息空間を確保することができます。�

既設護岸部の前部に荒木田土等で緩傾斜をつくり、捨�
石や乱杭などで土留めを行い植栽する工法で、生物の�
生息空間を確保することができます。�

●手引き（第2編）P35「４.２.1基本検討事項」参照�

生態系への配慮・経済性・作業のしやすさのバランス�

後背地がため池との連続性を有し、生物の生息・生育
環境が確保されているため、現況の自然環境をそのまま
保全�

安全性や維持管理作業性、経済性とともに、浚渫土の活用や堤
体下流法面の緑化などを検討�

親水性や景観性を考慮し、自然材料の活用や緑化
による親水護岸・休憩施設を検討�

湿地や後背地との連続性を考慮し、生物の
生息・生育環境を確保するため、湿性植物の
植生や自然材料の活用等を検討�

小動物の移動に配慮した、池底の維持管理
用の進入路�

＜従来設計による一般的な堤体・護岸：コンクリートブロック張工＞�

＜環境との調和に配慮した堤体：自然石固着金網工＞�

＜環境との調和に配慮した護岸：荒木田土等による緩傾斜護岸工＞�

生態系配慮�
（高）�

環境との調和に�
配慮したため池設計�

（容易）�
維持管理のしやすさ�

（安価）�
維持管理費�
（維持管理費・補修費等）�

（小）�

（安価）�
工事費�

従来設計�
（張ブロック護岸）�

施工時の生態
系への影響�

生態系配慮�

維持管理費�工事費�

維持管理の�
しやすさ�

施工時の生態
系への影響�

生態系配慮�

維持管理費�工事費�

施工時の生態
系への影響�

コンクリートブロック�

自然石�

維持管理の�
しやすさ�

管理用道路の例�

維持管理用進入路の例�

小動物の横断を考慮し�
未舗装が望ましい�

落下防止用の蓋や�
はいだせる構造の水路�

緩傾斜の護岸�

荒木田土等� 既設ブロック�

【湿地保全エリア】�
�

【樹林保全エリア】�

【堤体エリア】� 【親水エリア】�
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4．農道における環境配慮対策�

環境に配慮した農道の設計においては、エリア別の施設整備計画をふまえて、生物の生息・生育環境
の保全方策を検討する必要があります。�

●手引き(第2編)P76～105「第4章　設計」参照�

1.幅員�

2.設計速度�

3.路線と縦断�

�

�

4.舗装構造�

5.排水施設�

�

6.法面�

7.構造物�

8.交通安全施設等�

区間別の幅員設定�
(狭小化区間の検討)�

設計速度の低速化�
(低速化区間の検討)�
生物の生息区域の回避�
(生息区域から路線を離す)�

改変範囲の縮小化�
(縦断勾配の工夫)�

改変範囲の縮小化�
(擁壁, 橋梁等の設置)�

わだち舗装�
�

集水域を考慮した排水施設�

脱出可能な排水施設�

法面緑化��

動物の連絡ルート�

伐採木や間伐材利用の�
道路標識・防護柵�

○�

○�

◎�

◎�

◎�

×�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

○�

○�

◎�

○�

◎�

×�

○�

◎�

◎�

◎�

◎�

△�

△�

○�

△�

○�

◎�

○�

◎�

○�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

×�

◎�

◎�

◎�

◎�

◎�

○�

○�

○�

△�

○�

×�

○�

◎�

○�

◎�

◎�

主な検討事項�
①基幹的農道�
（山間部）�

②基幹的農道�
（平地部）�

③ほ場内農道� ④集落道�
（山間部）�

⑤集落道�
（平地部）�

凡例　◎：検討すべきである、　○：検討することが望ましい、　△：場合によっては検討する、　×：検討を要しない�

幅員と設計速度の変更による改変範囲の最小限化の例�

従来設計による一般的な農道�

わだち舗装の例�
わだちのみの部分舗装による緑のネットワ
ークづくり�

［設計条件］�
・山間部の集落道�
・計画交通量：500台未満/日�

山間部の集落道で交通量が少ないことから、幅員を狭くし設計速度を低速に設定することで、改変�
範囲を抑えた。�

□道路幅員：　6ｍ�
□車道幅員：　5ｍ�
□設計速度：40km�
□最小曲線半径：60ｍ�
□最大縦断勾配：　7％�

□道路幅員：　4ｍ�
□車道幅員：　3ｍ�
□設計速度：20km�
□最小曲線半径：15ｍ�
□最大縦断勾配：12％�

環境との調和に配慮した農道�

【標識の例】�
野生動物との衝突が考えられる
ところでは、注意を喚起するため、
「動物注意」の標識を設置�

【間伐材利用の例】�
地域資源の有効活用を図るため、間伐材を木製ブロックとし
て利用�

【動物の連絡ルートの例】�
動物の移動経路の確保方策としてボックスカルバート、
サル等の専用橋、リスのつり橋などを設置�

脱出可能な排水施設の例�
側溝に転落したサンショウウオやカエル等
が這い上がれる形状の側溝を設置�

湿地�

［影響の回避］�
保全対象種の生息・生育環境である
湿地から路線を離した�

［表土の利用］�
盛土法面の土羽土に在来種による植生
回復を促進するため表土を利用する�

［設計速度の低速化］�
山間部は設定速度を低速に設定し、縦断勾配や
曲径半径により、改変範囲を抑えた�

当初計画路線�

法面緑化�

法面緑化�

［横断工の設置］�
動物の移動経路に路線を通過させな
いように、沢に横断工を設置した�

表土の利用�

動物注意の標識�

わだち舗装�

動物の連絡ルート�
（リスのつり橋）�

脱出可能な排水施設�
�

23 24



1.　農業農村整備事業実施の際の留意点�
事業実施にあたり、移入種に関しては問題発生を未然に防ぐための対応策が必要です。�

●手引き（第2編）P112～114「1.２農業農村整備事業における移入種への留意点」参照�
●手引きP84「５.５モニタリング」参照�
●手引き(第2編)：ため池P 54　「第5章維持管理」参照�
●手引き(第2編)：農　道P106「第5章維持管理」参照�

Ⅵ�住民参加により維持管理を行います� 生態系に影響を与える移入種に留意します�Ⅴ�

老人クラブによる水路の清掃例� 高校生によるため池の清掃例�

新潟県五泉市では、老人クラブが清掃活動や野鳥の�
巣箱の設置などを行っています。�

ボランティアによる道路沿いの植栽例�

兵庫県Ｈ高校では、「渡り鳥を釣り糸から守ろう！」�
というクリーンキャンペーンを学校周辺のため池�
で実施しています。�

農村地域で見られる移入種の例�

環境学習によるモニタリング例�

新潟県入広瀬村では、道路修景美化条例を制定し、
道路の美化と保護に努めており、地域住民がボラ
ンティアとして、維持管理を行っています。�

大阪府Ｙ小学校では、関係機関との連
携のもと、ため池環境づくりのワークシ
ョップ活動に取組んでおり、ため池内に
生息する生物を調査しています。�

問題点�

対応策�

道路やため池の法面の緑�
化材として移入種を利用�

緑　化�
かって生息していた魚類�
の復元のために誤って移�
入種や他水系の種を導入�

魚類の導入�

緑化材として�
在来種を利用� 有識者等の助言�

在来種の駆逐� 遺伝子の攪乱�

タイリクバラタナゴ� アライグマ�

スクミリンゴガイ�
（ジャンボタニシ）�

セイヨウオオマルハナバチ�

　ニッポンバラタナゴと
の交雑によるニッポンバ
ラタナゴの消滅、在来種
との競争による在来種の
駆逐が懸念されています。�
�

　食用として輸入された
ものが野生化し、九州を
中心とした関東以西の地
域で水稲の食害被害が発
生しています。�

　農作物に対する食害に
加え、補食・競合による
在来種への影響が懸念さ
れています。�

　花や営巣場所を巡る競
争等を通じて、在来のマ
ルハナバチや野生植物の
繁殖への悪影響が懸念さ
れています。�

維持管理計画に基づき、土地改良区を主体とした地域住民等の参加及び関係機関等との連携により、�
適正な維持管理を行うことが重要です。また、維持管理や環境学習の一環としてモニタリングを定期
的・継続的に実施することが望ましい。�

移入種に係る問題と対応策の例�
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2．持ち込まれた移入種に対する取組み�

移入種が新たに農村地域に定着しないよう、各地で移入種の導入防止に関する啓発の取組みが行われ�
ています。�

意図的導入・非意図的導入を防止するための啓発�

徳島県における啓発の例�

持ち込まれた移入種が問題化しているところでは、駆除の取組みが行われています。�

持ち込まれた移入種を駆除するための取組み�

駆除対策例�

徳島県が作成している啓発用パンフレット�

徳島県では、県の内水面漁業調整規則でオオクチバス等の移植を禁止し、違反した際の罰則規定を設けるとともに、
釣り人向けに移植禁止のパンフレットを作成・配布することで、新たな定着の防止に努めています。�

観賞用等で導入されていたウォーターレタスが不意に水路に流入して異常繁殖し、水面の日光が遮断され淡水魚
などの生態系に悪影響を及ぼすことから、自治体等が駆除を続けています。　�

自然と共生する田園環境の創造は、われわれにとって�
新たなチャレンジです。みんなで考え、楽しみながら�
環境との調和への配慮を進めていきましょう。�

1.　楽しみながら取組みましょう�
　地域に存在するまたは存在していた生きものたちを守り、回復させるために、その地
域に合った方法を創意工夫し、「遊び心」を持って取組みましょう。�
（ただし、移入種等の導入により、もともと地域に存在しなかった環境を人工的につく
り出すのは避けましょう。）�

2.　みんなで創り、育てましょう�
　計画や実施にあたり、地域の人々の様々な角度からの自由な意見を取入れ、維持管理
も地域のみんなで役割を担い、水田や水路などが「みんなの宝」であるという気持ちで
取組みましょう。�

3.　できるところから始めましょう�
　市町村、農家、市民グループなど関係する人々の間で、計画や実施の内容、将来の維
持管理の方法や費用の負担について了解され、体制が整ったところから順次、着実に行
っていきましょう。�

4.　少しずつ広げていきましょう�
　農村景観を含む一定の広がりを持った環境（二次的自然）の中で、「水の流れ」や「生
きものたちのつながり」（食物連鎖）を考慮し、徐々に生きものの種類を増やすような
環境づくりを目指しましょう。�

5.　粘り強く続けましょう�
　一度作ったら作りっぱなしというのではなく、その後どうなるかを見越し、また、施
工後の状況についても調査し、必要なら修正するなどして、徐々によりよいものにして
いきましょう。�

発生前� ウォーターレタス繁殖後� ウォーターレタスの除去�
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